
【代理人による受け取り】持参するもの                                      

1. 交付通知書（記入例は裏面参照） 

裏面の本人と代理人の「住所・氏名」および「暗証番号」を申請者本人が記入 

申請者本人が７５歳以上の場合は、交付通知書の余白に来庁が困難である理由を必ず記

入してください。 

暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。 

2. 申請者本人の通知カードおよび住民基本台帳カード（お持ちの人のみ） 

3. マイナンバーカード（お持ちの人のみ） 

4.申請者本人の本人確認書類 

 

下表を参考に本人確認書類をご持参ください。 

組合せ 例 

Ａ１点とＡ以外１点 
・運転免許証と健康保険証 

・パスポートと健康保険証 

Ｂ２点と C１点 

・介護保険証と後期高齢者医療保険証と顔写真証明書 

・健康保険証と母子健康手帳と学生証(写真付) 

・健康保険証と子どもの医療受給者証と顔写真証明書 

 

5.代理人の本人確認書類 

A 区分の本人確認書類１点を含む本人確認書類２点の持参が必要です。 

【例：マイナンバーカードと健康保険証】 

 

6.法定代理人であることを証明する書類 

申請者本人が未成年の場合…戸籍全部事項証明書 

（法定代理人と申請者本人の本籍または住民票が白石町にある場合は不要） 

成年被後見人、被保佐人および被補助人の場合…登記事項証明書 

 

区分 主な本人確認書類 

Ａ 

（顔写真あり） 

運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、 

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など 

Ｂ 

（顔写真なし） 

健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳、 

年金証書、母子健康手帳、子どもの医療受給者証など 

C 

学生証（写真付）、顔写真証明書(注)など 

(注)顔写真証明書とは、申請者の顔写真を証明する書類です。 

役場住民係に様式があります。 

別紙 



交付通知書は、本人自署が原則です。 

やむを得ない理由で代筆される場合は、 

交付通知書の余白に代筆者・代筆理由の

記入が必要です。 

【やむを得ない理由の例】 

・手が麻痺していて自署が困難 

・目が不自由で自署が困難等 

※代筆者は、代理人以外の方に限ります 

7.申請者本人が来庁できないことを証明する書類 

診断書、施設（病院）に入所（入院）している事実を証明する書類（領収書等）、 

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険証、母子健康手

帳、学生証など 

※申請者本人が中学生以下または 75 歳以上の場合は、証明書類は不要です。 

注 意 

・１～７の必要書類が揃わないと受け取りができません。 

・持ってくるものはすべて原本をご持参ください。 

・有効期限の定めがあるものは有効期限内のものに限ります。 

・受け取りは、事前に電話予約(0952-84-7120)が必要です。 

その際に、必要書類の確認を行います。 

 

◆代理人が受け取る際の交付通知書の記入例◆ 

※すべて申請者本人に記入してもらいます。記入漏れは交付受付ができません。 

申請者本人が１５歳未満・成年被後見人の場合は、法定代理人が記入してください。 

 

記入日、本人の住所、氏名を記入 

代理人の住所、氏名を申請者本人が記入 暗証番号を記入し、シールを貼付 

申請者本人が７５歳以上の場合のみ 

余白に「来庁が困難」等の理由の記入 
佐賀県杵島郡白石町大字福田１２４７番地 1 

白石 みのり 

佐賀県杵島郡白石町大字牛屋７７番

地 白石 太郎 

5 5 5 

体が不自由で外出ができないため来庁が困難 


